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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県退職手当基金条例の制定（栃木県条例第１号） 

職員の定年の段階的な引上げに伴い年度間において増減する退職手当の支給に要する経費の財源に充てるこ

とを目的とする栃木県退職手当基金（以下「基金」という。）を設置するため、次のとおり条例を制定するこ

ととしました。 

１ 積立て（第２条関係） 

基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めることとしました。 

２ 処分（第６条関係） 

基金は、基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができること

としました。 

３ その他 

基金の管理に関し必要な事項を定めることとしました。 

４ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ この条例は、令和15（2033）年３月31日限り、その効力を失うこととしました。 

◇栃木県公立学校情報通信機器整備基金条例の制定（栃木県条例第２号） 

 公立学校における情報通信機器の計画的な整備を図ることを目的とする栃木県公立学校情報通信機器整備基

金（以下「基金」という。）を設置するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 積立て（第２条関係） 

  基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めることとしました。 

２ 処分（第６条関係） 

  基金は、基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができること

としました。 

３ その他 

  基金の管理に関し必要な事項を定めることとしました。 

４ 施行期日 

  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県自然景観保全基金条例の廃止（栃木県条例第３号）  

１ 栃木県自然景観保全基金を廃止するため、栃木県自然景観保全基金条例を廃止することとしました。 

２ この条例は、令和６（2024）年３月31日から施行することとしました。 
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